
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月２７日 １４時４０分ごろ 

発生場所 山口県下関市彦島北方沖 

 下関港南風泊
は え どま り

Ａ防波堤東灯台から真方位００５°５３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.６′ 東経１３０°５３.０′） 

事故の概要 漁船第五共進
きょうしん

丸は、西北西進中、前路で漂泊していたプレジャー

ボート宏和
こ う わ

丸に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月１０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  漁船 第五共進丸、１８トン 

   ＦＯ２－６２９９福岡、共進水産有限会社 

   第２９０－５７１７６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ  プレジャーボート 宏和丸、２.６トン 

     ＹＧ３－６１２９８、個人所有 

   第２９２－３５０５０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ  左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ  船尾のオーニングに曲損、右舷船尾部ブルワークに亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  東、風力  ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２９年６月２７日１４時

１５分ごろ福岡県宗像
むなかた

市鐘崎
かねざき

漁港に向けて下関市下関漁港（本港地

区）を出港した。 

Ａ船は、彦島大橋の下を通過し、船長Ａが、目視及びレーダー２台

を使用して周囲を確認したところ、航行の支障となる他船を見掛けな

かったので、前路に他船はいないものと思い、操舵席に腰を掛け、約

１４ノットの対地速力で自動操舵により西北西進した。 

Ａ船は、彦島北方沖を西北西進中、船長Ａが、スマートフォンの操

作を行っていたところ、１４時４０分ごろ衝撃を感じ、停船した。 

船長Ａは、本事故時、電子ホーンの音を聞かなかった。 

  Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、彦島北方沖で機関を停止して漂

泊中、釣りをしていたところ、Ａ船が東南東方約８００ｍ先から接近

するのに気付き、電子ホーンで長音を３回吹鳴して注意を喚起したも

のの、Ａ船の進路及び速力に変化が認められなかったので、衝突の危



 

険を感じて右舷側に退避したとき、Ａ船が衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、周囲の見張りを行った際、前路に航行の支障と

なる他船を見掛けなかったので、前路に他船はいないものと思い、ス

マートフォンの操作をしていて見張りを行っていなかったことから、

前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

  Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、東南東方約８００ｍ先から接近するＡ

船に気付き、Ａ船に対して汽笛で長音を３回吹鳴して注意喚起したも

のの、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、彦島北方沖において、Ａ船が、西北西進中、船長Ａがス

マートフォンの操作をしていて見張りを行っていなかったため、前路

で漂泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断す

ることができるよう、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の

すべての手段により、常時適切な見張りを行うこと。  


